
【改定事項】

１．運賃及び割引の額及び適用方法
２．運行時刻の一部

【対象路線】
韮崎瑞牆線、韮崎深田公園線、増富瑞牆線、瑞牆増富線

【改定事由】

運賃の変更： 運行コストの上昇に伴う事業の健全化及び労働条件の改善を図るため

時刻の変更： ①利用者利便の向上（JRとの接続時間の見直し）、
②休館中の施設への臨時措置（対象施設「増富の湯」）

【新旧対照表】　①韮崎瑞牆線、②韮崎深田公園線、③増富瑞牆線、④瑞牆増富線

旧 新 対象路線

普通運賃 ①②③④

１割引 300円

【添付書類】

⑴別紙１．運賃表（新旧）：
１-１韮崎瑞牆線、増富瑞牆線
１-２韮崎深田公園線
１-３増富瑞牆線、瑞牆増富線

⑵別紙２．運賃の種類、額及び適用方法（新旧）：
２-１韮崎瑞牆線・増富瑞牆線・瑞牆増富線
２-２韮崎深田公園線

⑶別紙３．運行時刻表：
３-１．韮崎瑞牆線
３-２．韮崎深田公園線
３-３．増富瑞牆線、瑞牆増富線

①②③④
4月第一土曜から１１月２３日までの期間

別紙３．参照
運行時刻

茅ヶ岳みずがき田園バスの運行計画改定概要

一部最大200円の値上げ（別紙１．参照）

＊韮崎瑞牆線に往復券新設

変更事項

障がい者割引
＊韮崎深田公園線にも適用（別紙２-２．参照）

①②③④

特殊普通運賃
額の変更（別紙２．参照）

①
運賃

割引



［別紙］１-１　■運賃表（新旧）

＊ 小人は大人運賃の半額。
（端数は10円単位に切り上げ）

新 250

路線名 韮崎瑞牆線、韮崎増富線、増富瑞牆線

みずがき山荘

旧
金山平

200

※通常期：4月第一土曜～１１月２３日

新 300 500

旧 みずがき山
ﾘｰｾﾞﾝﾋｭｯﾃ

300 400

900

新 600 800 1,000

旧
増富温泉峡

550 750 850

1,050

1,050

1,200

旧 日帰り温泉
増富の湯

150 600

新 350 400 800 1,000

旧 みずがき湖
ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ

250 300 750 950

新 250 650 850

800

旧 茅ヶ岳
（金ヶ岳）
登山道入口

700 850 900

新 750 900 950 1,350 1,550 1,750

1,350 1,550 1,650

1,700

新 250 850 1,000 1,050

旧
明野つみとり園

200 750 900 950 1,400 1,600

1,450 1,650 1,850

1,750

新 150 250 850 1,000 1,050 1,450 1,650 1,850

旧
ハイジの村

150 250 800 950 1,000 1,450 1,650

1,950

旧
クララ館

250 250 350 900

旧
農村公園前

250 350 350 450 1,000

新 250 250 350 950 1,100 1,150

1,050 1,100 1,550 1,750 1,850

1,550 1,750

700 700

新 250 350 350 450 1,050 1,200

1,150 1,200 1,650 1,850 1,950

1,250 1,650 1,850 2,050

2,300

新 600 700 800 800

800 1,350 1,500 1,550 2,000 2,200旧
JR韮崎駅

500 600

2,500900 1,500 1,650 1,700 2,100 2,300



［別紙］１-２、１-３　■運賃表（新旧）

路線名

＊ 小人は大人運賃の半額。
（端数は10円単位に切り上げ）

路線名

※冬期：１２月３０日～１月３日

旧
金山平

300

新 300

韮崎深田公園線

みずがき山
ﾘｰｾﾞﾝﾋｭｯﾃ

増富瑞牆線、瑞牆増富線

みずがき山荘

旧 400 500

深田記念公園

旧
JR韮崎駅

600

新 700

新 400 650

旧 日帰り温泉
増富の湯

200 700 900

新

旧
増富温泉峡

650 850 950

新 700 1,000 1,250

1,000

300 850 1,050 1,300



 

 

路線名；韮崎瑞牆線、韮崎増富線、増富瑞牆線、瑞牆増富線 

 

１．運賃の種類 

旅客運賃の種類 料     金 

普通旅客運賃 片道 添付⑷運賃表 

特殊普通旅客運賃 一日乗車券 

韮崎駅～ハイジの村 

大人 1,300円 小人 650円 

（10円未満切り上げ） 

片道乗車券 

韮崎駅～瑞牆山荘 

大人 2,200円 小人 1,100円 

※進行方向１再乗車 

往復乗車券 

増富温泉峡～ハイジの村 

大人 1,800円 小人 900円 

※１往復 

往復乗車券 

増富温泉峡～みずがき山荘 

大人 1,600 円 小人 800円 

※１往復 

旅客運賃の割引 身体障がい者割引、児童福

祉法の適用を受ける者に対

する割引、知的・精神障がい

者に対する割引 

普通旅客運賃の    １割引 

（10円未満切り上げ） 

団体割引 20名以上        1割引 

（10円未満切り上げ） 

乗継割引 100円引 

高齢者割引 70歳以上      200円引 

免許返納者割引 200円引 

小荷物運賃 その他 輸送区間の遠近に係わらず１

kgにつき 100 円とする。 

但し、最低運賃は 300 円とす

る。 

    

■旅客運賃の計算方法 

表定運賃による 

■小荷物運賃の計算方法 

ア）小荷物の重量はキログラム単位とし、キログラム未満の端数は切り上げる。 

イ）１０kg 以上の運賃は、一律５００円とする。 

 

２．運賃の適用方法 

この運賃は、当社の一般バスで旅客及び物品を運送する場合に適用する。 

運賃区界でない場所から乗車する旅客の運賃は、その場所の外方にある指定停留所で 

ある運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

１．大人運賃と小人運賃の区分は、次に掲げる区分による。 

大人運賃 中学生以上の者   小人運賃 小学生以下の者 

２．旅客運賃の適用方法は、次の通りとする。 

ア）普通旅客運賃 

①片道普通旅客運賃は、旅客が乗車する運賃区界ごとに適用する。 

      ②普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則としてその乗車券での 

再乗車は認めない。 

［別紙］２-１ 運賃の種類、額及び適用方法（旧） 



 

イ）特殊旅客運賃 

①特殊乗車券のうち一日乗車券は、旅客が同一停留所間を不定回数乗車する場 

合、又は旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不特定停留所間を多数回乗車 

する場合に適用する。 

②一日乗車券を使用する旅客については、途中下車及び乗車回数を制限しない。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

③特殊乗車券のうち、片道乗車券は旅客が最終目的地までの途中で下車し、片道 

同一（一方）方向について１回の再乗車を目的とする旅客に限り適用する。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

④特殊乗車券のうち往復乗車券は、旅客が当社の指定する片道普通旅客運賃設 

定区間内の特定停留所間を１往復利用する場合に適用する。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

ただし、冬期運行期間には適用しない。 

 

３．旅客運賃の割引の種類別の適用方法は、次の通りとする。 

 （１）障がい者割引（公的機関により交付された手帳を提示した場合に適用） 

ア）身体障がい者に対する割引 

身体障がい者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１４項の規定により身 

体障害者手帳の交付を受けている者。 

イ）児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 

      児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１７条、第４１条及び第４４条に規定す

る諸施設により養護または保護を受けている者及び付添人１名（当社において付

添人を必要と認める場合）とする。 

ウ）知的障がい者に対する割引 

      療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）に規定する療育手

帳の交付を受けた者。 

エ）精神障がい者に対する割引 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 第５条  

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

オ）介護人 

アからエの旅客に交付された手帳に、一級・第一種または「第二種、要介護」の記 

載がある場合に限り、障がい者１名につき１名の介護人を同等の割引とする。 

（２）団体割引 

旅客が２０名以上の団体（当社において旅行目的及び行程を同じくする者で構成さ 

れた旅客であることを認めた場合）とする。 

（３）乗継割引 

旅客が当社の運行する路線の内の異なる系統（起終点のいずれかを同じとする）を 

乗り継ぐ旅客とする 

（４）高齢者割引 

連続して３区間以上を利用する、年齢が 70 歳以上の旅客とする。ただし、公的機関 

が発行する本人の生年月日が証明できるものを提示した場合に限る。 

（５）免許返納者割引 

運転免許を有効期限内に自主返納した旅客とする。ただし、公安委員会の発行する 

「運転経歴証明書」を提示した場合に限る。 

 

 



 

４．運賃の割引で２以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃 

の割引をしない。 

 

５．小荷物運賃の適用方法は、次の通りとする。 

    小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。 

 

６．自由乗降区間は、停留所名「JR 韮崎駅」から「みずがき山荘」までの区間とする。 



 

 

路線名；韮崎瑞牆線、韮崎増富線、増富瑞牆線、瑞牆増富線 

 

１．運賃の種類 

旅客運賃の種類 料     金 

普通旅客運賃 片道 添付⑷運賃表 

特殊普通旅客運賃 一日乗車券 

韮崎駅～ハイジの村 

大人 1,500円 小人 750円 

（10円未満切り上げ） 

片道乗車券 

韮崎駅～韮崎駅 

大人 2,400円 小人 1,200円 

※進行方向１再乗車 

往復乗車券 

増富温泉峡～ハイジの村 

大人 2,000 円 小人 1,000円 

※１往復 

往復乗車券 

増富温泉峡～みずがき山荘 

大人 1,900 円 小人 950円 

※１往復 

往復乗車券 

韮崎駅～みずがき山荘 

大人 4,800円 小人 2,400円 

※１往復 

旅客運賃の割引 身体障がい者割引、児童福

祉法の適用を受ける者に対

する割引、知的・精神障がい

者に対する割引 

普通旅客運賃の  300 円引 

（10円未満切り上げ） 

団体割引 20名以上        1割引 

（10円未満切り上げ） 

乗継割引 100円引 

高齢者割引 70歳以上      200円引 

免許返納者割引 200円引 

小荷物運賃 その他 輸送区間の遠近に係わらず１

kgにつき 100 円とする。 

但し、最低運賃は 300 円とす

る。 

    

■旅客運賃の計算方法 

表定運賃による 

■小荷物運賃の計算方法 

ア）小荷物の重量はキログラム単位とし、キログラム未満の端数は切り上げる。 

イ）１０kg 以上の運賃は、一律５００円とする。 

 

２．運賃の適用方法 

この運賃は、当社の一般バスで旅客及び物品を運送する場合に適用する。 

運賃区界でない場所から乗車する旅客の運賃は、その場所の外方にある指定停留所で 

ある運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

１．大人運賃と小人運賃の区分は、次に掲げる区分による。 

大人運賃 中学生以上の者   小人運賃 小学生以下の者 

２．旅客運賃の適用方法は、次の通りとする。 

ア）普通旅客運賃 

①片道普通旅客運賃は、旅客が乗車する運賃区界ごとに適用する。 

［別紙］２-１ 運賃の種類、額及び適用方法（新） 



 

      ②普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則としてその乗車券での 

再乗車は認めない。 

イ）特殊旅客運賃 

①特殊乗車券のうち一日乗車券は、旅客が同一停留所間を不定回数乗車する場 

合、又は旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不特定停留所間を多数回乗車 

する場合に適用する。 

②一日乗車券を使用する旅客については、途中下車及び乗車回数を制限しない。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

③特殊乗車券のうち、片道乗車券は旅客が最終目的地までの途中で下車し、片道 

同一（一方）方向について１回の再乗車を目的とする旅客に限り適用する。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

④特殊乗車券のうち、往復乗車券は旅客が当社との指定する片道普通旅客運賃 

設定区間内の特定停留所間を１往復利用する場合に適用する。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

ただし、冬期運行期間には適用しない。 

 

３．旅客運賃の割引の種類別の適用方法は、次の通りとする。 

 （１）障がい者割引（公的機関により交付された手帳を提示した場合に適用） 

   ただし、割引後の最低運賃を 200円とする。 

ア）身体障がい者に対する割引 

身体障がい者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１４項の規定により身 

体障害者手帳の交付を受けている者。 

イ）児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 

      児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１７条、第４１条及び第４４条に規定す

る諸施設により養護または保護を受けている者及び付添人１名（当社において付

添人を必要と認める場合）とする。 

ウ）知的障がい者に対する割引 

      療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）に規定する療育手

帳の交付を受けた者。 

エ）精神障がい者に対する割引 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 第５条  

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

オ）介護人 

アからエの旅客に交付された手帳に、一級・第一種または「第二種、要介護」の記 

載がある場合に限り、障がい者１名につき１名の介護人を同等の割引とする。 

 

（２）団体割引 

旅客が２０名以上の団体（当社において旅行目的及び行程を同じくする者で構成さ 

れた旅客であることを認めた場合）とする。 

（３）乗継割引 

旅客が当社の運行する路線の内の異なる系統（起終点のいずれかを同じとする）を 

乗り継ぐ旅客とする 

（４）高齢者割引 

連続して３区間以上を利用する、年齢が 70 歳以上の旅客とする。ただし、公的機関 

が発行する本人の生年月日が証明できるものを提示した場合に限る。 

 



 

（５）免許返納者割引 

運転免許を有効期限内に自主返納した旅客とする。ただし、公安委員会の発行する 

「運転経歴証明書」を提示した場合に限る。 

また、割引後の最低運賃を 200円とする。 

 

４．運賃の割引で２以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃 

の割引をしない。 

 

５．小荷物運賃の適用方法は、次の通りとする。 

    小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。 

 

６．自由乗降区間は、停留所名「JR 韮崎駅」から「みずがき山荘」までの区間とする。 



 

路線名；韮崎深田公園線 

 

１）運賃の種類 

旅客運賃の種類 料     金 

普通旅客運賃 片道 別紙運賃表 1-2参照 

特殊普通旅客運賃 往復乗車券 

JR韮崎駅～深田記念公園 

大人 1,100円 小人 550円 

※１往復 

旅客運賃の割引 身体障害者割引、児童福

祉法の適用を受ける者に

対する割引、知的・精神障

害者に対する割引 

普通旅客運賃        1 割引 

（10円未満切り上げ） 

団体割引 20名以上           1割引 

（10円未満切り上げ） 

往復割引 100円引 

乗継割引 100円引 

免許返納者割引 200円引 

小荷物運賃 その他 輸送区間の遠近に係わらず１ｋｇに

つき 100円とする。 

但し、最低運賃は 300円とする。 

    

 ■旅客運賃の計算方法 

      表定運賃による 

 ■小荷物運賃の計算方法 

      ア）小荷物の重量はキログラム単位とし、キログラム未満の端数は切り上げる。 

      イ）１０ｋｇ以上の運賃は、一律５００円とする。 

 

２．運賃の適用方法 

この運賃は、当社の一般バスで旅客及び物品を運送する場合に適用する。 

運賃区界でない場所から乗車する旅客の運賃は、その場所の外方にある指定停留所で 

ある運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

  １.大人運賃と小人運賃の区分は、次に掲げる区分による。 

     大人運賃 中学生以上の者   小人運賃 小学生以下の者 

  ２.旅客運賃の適用方法は、次の通りとする。 

ア）普通旅客運賃 

①片道普通旅客運賃は、旅客が片道１回乗車する場合に適用する。 

   ②普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則としてその乗車券での再乗車 

は認めない。 

 

［別紙］２-２ 運賃の種類、額及び適用方法（新） 

 



イ） 特殊旅客運賃 

往復乗車券は、旅客が当社の指定する片道普通旅客運賃設定区間内の特定停留所

間を１往復利用する場合に適用する。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

 

３.旅客運賃の割引の種類別の適用方法は、次の通りとする。 

（１）障がい者の割引（公的機関により交付された手帳を提示した場合） 

ア）身体障がい者に対する割引 

身体障がい者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１４項の規定により身 

体障害者手帳の交付を受けている者。 

イ）児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 

       児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１７条、第４１条及び第４４条に規定する 

諸施設により養護または保護を受けている者及び付添人１名（当社において付添 

人を必要と認める場合）とする。 

ウ）知的障がい者に対する割引 

       療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）に規定する療育手帳 

の交付を受けた者。 

エ）精神障がい者に対する割引 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 第５条 

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

オ）介護人 

アからエの旅客に交付された手帳に、一級・第一種または「第二種、要介護」の記 

載がある場合に限り、障がい者１名につき１名の介護人を同等の割引とする。 

（２）団体割引 

旅客が２０名以上の団体（当社において旅行目的及び行程を同じくする者で構成され 

た旅客であることを認めた場合）とする。 

（３）乗継割引 

旅客が当社の運行する路線の内の異なる系統（起終点のいずれかを同じとする）を 

乗り継ぐ旅客とする 

（４）免許返納者割引 

運転免許を有効期限内に自主返納した旅客とする。ただし、公安委員会の発行する 

「運転経歴証明書」を提示した場合に限る。 

 

４．運賃の割引で２以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の 

割引をしない。 

 

５．小荷物運賃の適用方法は、次の通りとする。 

    小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。 

 

６．自由乗降区間は、停留所名「JR韮崎駅」から「深田記念公園」までの区間とする。 

 



 

路線名；韮崎深田公園線 

 

１）運賃の種類 

旅客運賃の種類 料     金 

普通旅客運賃 片道 別紙運賃表 1-2参照 

特殊普通旅客運賃 往復乗車券 

JR韮崎駅～深田記念公園 

大人 1,300円 小人 650円 

※１往復 

旅客運賃の割引 身体障害者割引、児童福

祉法の適用を受ける者に

対する割引、知的・精神障

害者に対する割引 

普通旅客運賃       300 円引 

（10円未満切り上げ） 

団体割引 20名以上           1割引 

（10円未満切り上げ） 

往復割引 100円引 

乗継割引 100円引 

免許返納者割引 200円引 

小荷物運賃 その他 輸送区間の遠近に係わらず１ｋｇに

つき 100円とする。 

但し、最低運賃は 300円とする。 

    

 ■旅客運賃の計算方法 

      表定運賃による 

 ■小荷物運賃の計算方法 

      ア）小荷物の重量はキログラム単位とし、キログラム未満の端数は切り上げる。 

      イ）１０ｋｇ以上の運賃は、一律５００円とする。 

 

２．運賃の適用方法 

この運賃は、当社の一般バスで旅客及び物品を運送する場合に適用する。 

運賃区界でない場所から乗車する旅客の運賃は、その場所の外方にある指定停留所で 

ある運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

  １.大人運賃と小人運賃の区分は、次に掲げる区分による。 

     大人運賃 中学生以上の者   小人運賃 小学生以下の者 

  ２.旅客運賃の適用方法は、次の通りとする。 

ア）普通旅客運賃 

①片道普通旅客運賃は、旅客が片道１回乗車する場合に適用する。 

   ②普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則としてその乗車券での再乗車 

は認めない。 

 

［別紙］２-２ 運賃の種類、額及び適用方法（新） 

 



イ） 特殊旅客運賃 

往復乗車券は、旅客が当社の指定する片道普通旅客運賃設定区間内の特定停留所

間を１往復利用する場合に適用する。 

なお、有効期限は券面表記の期間とする。 

 

３.旅客運賃の割引の種類別の適用方法は、次の通りとする。 

（１）障がい者の割引（公的機関により交付された手帳を提示した場合） 

ただし、割引後の最低運賃を 200円とする。 

ア）身体障がい者に対する割引 

身体障がい者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１４項の規定により身 

体障害者手帳の交付を受けている者。 

イ）児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 

       児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１７条、第４１条及び第４４条に規定する 

諸施設により養護または保護を受けている者及び付添人１名（当社において付添 

人を必要と認める場合）とする。 

ウ）知的障がい者に対する割引 

       療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）に規定する療育手帳 

の交付を受けた者。 

エ）精神障がい者に対する割引 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 第５条 

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

オ）介護人 

アからエの旅客に交付された手帳に、一級・第一種または「第二種、要介護」の記 

載がある場合に限り、障がい者１名につき１名の介護人を同等の割引とする。 

（２）団体割引 

旅客が２０名以上の団体（当社において旅行目的及び行程を同じくする者で構成され 

た旅客であることを認めた場合）とする。 

（３）乗継割引 

旅客が当社の運行する路線の内の異なる系統（起終点のいずれかを同じとする）を 

乗り継ぐ旅客とする 

（４）免許返納者割引 

運転免許を有効期限内に自主返納した旅客とする。ただし、公安委員会の発行する 

「運転経歴証明書」を提示した場合に限る。 

 

４．運賃の割引で２以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の 

割引をしない。 

 

５．小荷物運賃の適用方法は、次の通りとする。 

    小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。 

 

６．自由乗降区間は、停留所名「JR韮崎駅」から「深田記念公園」までの区間とする。 

 



［別紙３-１．時刻表（旧）］　

【運行期間】　４月第一土曜日から１１月２３日までの土・日、祝日

【運休日】　

15:45 16:40 17:50

17:30

14:2012 JR韮崎駅 10:36 11:50 12:50

11 農村公園前 - 11:30 12:30

12:29 13:59 15:24 16:19 17:29

14:00 15:25 16:20

15:22 16:17 17:27

10 クララ館 10:15 11:29

17:26

9 ハイジの村 - 11:27 12:27 13:57

8 明野つみとり園 - 11:26 12:26

12:25 13:55 15:20 16:15 17:25

13:56 15:21 16:16

14:56 15:51 17:01

7
茅ヶ岳・金ヶ岳
登山道入口 - 11:25

16:53

6
みずがき湖
ビジターセンター - 11:01 12:01 13:31

5 日帰り温泉増富の湯 - 10:53 11:53

11:49 13:19 14:44 15:39 16:49

13:23 14:48 15:43

14:35 15:30 16:40

4 増富温泉峡 8:31 9:39 10:49

16:35

3
みずがき山
リーゼンヒュッテ 8:22 9:30 10:40 11:40 13:10

2 金山平 8:17 9:25 10:35 11:35

11:30 13:00 14:25 15:20 16:30

13:05 14:30 15:25

3 4 5 6 7

1 みずがき山荘 8:12 9:20 10:30

14:49 16:09

u韮崎駅方面行き

番号
バス停名

01 1 2

7:59 9:12 10:09 10:54 12:19 13:59

11 金山平 7:54 9:07 10:04 10:49

12 みずがき山荘

12:09 13:49 14:39 15:59

12:14 13:54 14:44 16:04

14:30 15:50

10
みずがき山
リーゼンヒュッテ 7:49 9:02 9:59 10:44

7:40 8:53 9:50 10:35 12:00 13:40

8 日帰り温泉増富の湯 - 9:46 10:31

9 増富温泉峡

11:48 13:28 14:18 -

11:56 13:36 14:26 15:46

13:55 15:15

7
みずがき湖
ビジターセンター - 9:38 10:23

7:11 9:15 10:00 11:25 13:05

5 明野つみとり園 7:10 9:14 9:59

6
茅ヶ岳・金ヶ岳
登山道入口

11:23 13:03 13:53 15:13

11:24 13:04 13:54 15:14

13:51 15:11

4 ハイジの村 - 9:13 9:58

7:11 9:11 9:56 11:21 13:01

2 農村公園前 7:10 9:10 9:55

3 クララ館

11:00 12:40 13:30 14:50

11:20 13:00 13:50 15:10

1 JR韮崎駅 6:50 8:50 9:35

2 3 4 5 6 7番号
バス停名 01 1

■韮崎瑞牆線、韮崎増富線、増富瑞牆線

　　　　　　　  

※01便は7月第４土曜から11月第一週の日曜までの土曜休日のうち指定日に限り運行

uみずがき山荘方面行き

便

便

青字は、祝日及び4月29日～5月5日、7月第四月曜日～8月第四日曜日の期間を除く平日

運休。 ただし、 太枠内は、上記運行期間内も祝日を除く平日運休



［別紙３-１．時刻表（新）］　変更箇所　朱字及び灰色箇所時刻

【運行期間】　４月第一土曜日から１１月２３日までの毎日

【運休日】　

■韮崎瑞牆線、韮崎増富線、増富瑞牆線

　　　　　　　  

※特定日　5月1日～5月5日及び7月第４月曜日から８月２０日までの平日
※01便は運行期間中の土曜休日のうち、指定日に限り運行

uみずがき山荘方面行き

番号
バス停名 01 1 2 3 4 5 6 7

1 JR韮崎駅 6:50 8:50 9:35 11:25 12:40 13:30 14:50

11:45 13:00 13:50 15:102 農村公園前 7:10 9:10 9:55

3 クララ館 7:11 9:11 9:56 11:46 13:01 13:51 15:11

4 ハイジの村 - 9:13 9:58 11:48 13:03 13:53 15:13

11:49 13:04 13:54 15:145 明野つみとり園 7:10 9:14 9:59

6
茅ヶ岳・金ヶ岳
登山道入口 7:11 9:15 10:00 11:50 13:05 13:55 15:15

7
みずがき湖
ビジターセンター - 9:38 10:23 12:13 13:28 14:18 -

- - - -8 日帰り温泉増富の湯 - - -

9 増富温泉峡 7:40 8:53 9:46 10:31 12:21 13:36 14:26 15:41

10
みずがき山
リーゼンヒュッテ 7:49 9:02 9:55 10:40 12:30 13:45 14:35 15:50

12:35 13:50 14:40 15:5511 金山平 7:54 9:07 10:00 10:45

12 みずがき山荘 7:59 9:12 10:05 10:50 12:40 13:55 14:45 16:00

u韮崎駅方面行き

番号
バス停名 01 1 2 3 4 5 6 7

1 みずがき山荘 8:12 9:20 10:30 11:30 13:05 14:25 15:25 16:25

13:10 14:30 15:302 金山平 8:17 9:25 10:35 11:35 16:30

3
みずがき山
リーゼンヒュッテ 8:22 9:30 10:40 11:40 13:15 14:35 15:35 16:35

4 増富温泉峡 8:31 9:39 10:49 11:49 13:24 14:44 15:44 16:44

- - -5 日帰り温泉増富の湯 - - - -

6
みずがき湖
ビジターセンター - 10:58 11:58 13:33 14:53 15:53 16:53

7
茅ヶ岳・金ヶ岳
登山道入口 - 11:22 12:22 13:57 15:17 16:17 17:17

13:58 15:18 16:188 明野つみとり園 - 11:23 12:23 17:18

9 ハイジの村 - 11:24 12:24 13:59 15:19 16:19 17:19

10 クララ館 10:15 11:26 12:26 14:01 15:21 16:21 17:21

14:02 15:22 16:2211 農村公園前 - 11:27 12:27

12 JR韮崎駅 10:36 11:47 12:47 15:42 16:42 17:42

17:22

14:22

便

便

青字は平日運休（祝日及び特定日期間を除く）

ただし、太枠内は特定日を含む平日運休（土曜・休日運行）



［別紙３-２．時刻表（新旧）］ 変更箇所　灰色箇所時刻

【運行期間】

▶深田記念公園行き

便　

　停留所名

1 JR韮崎駅 8:45 15:45

2
深田記念公園
（茅ヶ岳登山道入口）

9:05 16:05

▶韮崎駅行き

便　

　停留所名

2
深田記念公園
（茅ヶ岳登山道入口）

9:08 16:10

1 JR韮崎駅 9:28 16:30

【運行期間】

▶深田記念公園行き

便　

　停留所名

1 JR韮崎駅 8:51 15:50

2
深田記念公園
（茅ヶ岳登山道入口）

9:11 16:10

▶韮崎駅行き

便　

　停留所名

2
深田記念公園
（茅ヶ岳登山道入口）

9:12 16:20

1 JR韮崎駅 9:32 16:40

9.8

キロ程

9.8

9.8

キロ程

番号

9.8

キロ程 2

番号

■韮崎深田公園線（旧）

４月第一土曜日から１１月２３日までの土・日、祝日

 ただし、４月２９日～５月５日の間は毎日

番号 1 2

1 2

1 2

■韮崎深田公園線（新）

４月第一土曜日から１１月２３日までの土・日、祝日

番号 キロ程

1



【運行期間】　１２月３０日～１月３日

■増富瑞牆線、瑞牆増富線（新）

【運行期間】　１２月３０日～１月３日

uみずがき山荘方面行き

番号
バス停名 1 2 3 4 5

9 増富温泉峡 8:53 10:31 12:21 13:36 14:55

10
みずがき山
リーゼンヒュッテ 9:02 10:40 12:30 13:45 15:04

11 金山平 9:07 10:45 12:35 13:50 15:09

12 みずがき山荘 9:12 10:50 12:40 13:55 15:14

u増富温泉峡方面行き

番号
バス停名

1 2 3 4 5

12 みずがき山荘 9:20 11:30 13:05 14:25 15:25

11 金山平 9:25 11:35 13:10 14:30 15:30

10
みずがき山
リーゼンヒュッテ 9:30 11:40 13:15 14:35 15:35

9 増富温泉峡 9:39 11:49 13:24 14:44 15:44

8 日帰り温泉増富の湯 9:43 11:53 13:28 14:48 15:48

■増富瑞牆線、瑞牆増富線（旧）

uみずがき山荘方面行き

番号
バス停名

1 2 3 4 5

9 増富温泉峡 8:53 10:35 12:25 13:40 14:55

15:0410
みずがき山
リーゼンヒュッテ 9:02 10:44 12:34 13:49

15:0911 金山平 9:07 10:49 12:39 13:54

12 みずがき山荘 9:12 10:54 12:44 13:59 15:14

u増富温泉峡方面行き

番号
バス停名

1 2 2 3 4

14:30

12 みずがき山荘 9:20 11:30 13:10 14:25 15:25

11 金山平 9:25 11:35 13:15 15:30

9:39 11:49 13:29 14:44

みずがき山
リーゼンヒュッテ

15:44

9:30 11:40 13:20

15:488 日帰り入浴増富の湯

14:35 15:3510

9 増富温泉峡

［別紙３-３．時刻表（新旧）］　変更箇所　灰色箇所時刻

9:43 11:53 13:33 14:48

便

便

便

便


